
 

 

 

 

 

 

 

参加表明書作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人東北大学施設部 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

参加表明書作成要領 

１．総則 

（１） 参加表明書（技術資料を含む。）の用紙サイズは、Ａ４縦とします。 

（２） 企画資料には、参加表明者名その他社章など参加表明者が判別できるもの及び本学

が様式で指定する場合を除き氏名など個人が判別できるものを記載しないこと。 

（３） 技術資料に記載するＰＦＩ関係業務及び主要業務(ＰＦＩ関係業務以外の業務) は、

直近１５年間の実績を記入することとする。 

（４） 本業務は、総括担当者、主任担当者及びその他の担当者からなる調査チームを組ん

で行うものとする。 

総括担当者は調査チームの中心となる者であり全体を総括し、主任担当者はその他

の担当者の中心となる担当者であり各分野の責任者とする。 

（５） 総括担当者は、提出者の組織に所属する者であること。 

（６） 同じ担当者が複数の役割及び分野を担当することはできない。 

（７） 参加表明書の提出者は、消費税及び地方消費税の納付について、税務官署が証明す

る「納税証明書」の写しを１枚添付すること。 

 

２．提出者の業務概要等（様式１） 

（１） 「従業員数」は、参加表明書提出時の現員を記入すること。 

（２） 「上記の内訳」は、技術系従業員のそれぞれの資格及び資格者数を記入すること。 

（３） 「業務内容」は、代表的な業務分野を記入すること。 

（４） 「組織図」は、参加表明書提出時の組織図を記入すること。 

 

３．提出者の主要業務に関する実績（様式２） 

（１） 代表的業務としてコンサルタント業務の委託を受けた業務を１件記入すること。 

（２） 「事業期間」は、代表的業務として委託を受けた契約期間を記入すること。 

（３） 「契約額」は、当該業務の契約額を記入すること。 

（４） 「事業形態」は、発注者側又は受注者側のどちらからコンサルタント業務を委託さ

れたのかの別を丸で囲み、提案コンセプトを記入すること。 

（５） 「事業概要」は、委託を受けた代表的業務の当該事業の概要を記入すること。なお、

文章を補完するための写真等（外観及び内部の写真又は透視図等）を貼付することが

できる。 

 

４．提出者のＰＦＩ関係業務に関する実績（様式３） 

（１） ＰＦＩ関係業務としてコンサルタント業務の委託を受けた業務を記入すること。 

（３件以内。１件毎に別々の用紙に記入すること） 

（２） 「事業期間」は、ＰＦＩ関係業務として委託を受けた契約期間を記入すること。 

（３） 「契約額」は、当該業務の契約額を記入すること。 

（４） 「事業形態」は、発注者側（国又は地方公共団体）又は受注者側（特別設立会社）



 

のどちらからコンサルタント業務を委託されたのかの別を丸で囲み、提案コンセプト

を記入すること。 

（５） 「事業概要」は、委託を受けたＰＦＩ関係業務の当該事業の概要を記入すること。   

なお、文章を補完するための写真等（外観及び内部の写真又は透視図等）を貼付す      

ることができる。 

 

５．総括担当者、主任担当者の経験及び実績（様式４、５） 

（１） 「氏名」は、担当予定者の氏名を記入すること。 

（２） 「所属・現職」は、担当者の所属する部署及び役職を記入すること。 

（３） 「生年月日・年齢」は、企画提案書提出時の満年齢を記入すること。 

（４） 「経歴等」は、大学卒業後の経歴を記入すること。 

（５） 「業務経験年数・調査等実務年数」は、ＰＦＩ関係業務のみならず、調査等業務従

事の実務経験年数を記入すること。 

（６） 「業務経験年数・ＰＦＩ関係業務経験年数」は、当該業務の実務経験年数を記入す

ること。 

（７） 「専門分野」は、担当予定者の専門分野を記入すること。 

（８） 「資格等」は、担当予定者の取得している資格を記入すること。 

（９） 「参画した主要なＰＦＩﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの概略と担当した分野」は、担当したＰＦＩ関係

業務の当該事業の概要を記入すること。なお、文章を補完するための写真等（外観及

び内部の写真又は透視図等）を貼付することができる。 

 

６．ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況（様式６） 

  ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定の有無につい

て記載し、「有」の場合はこのことを確認できる書類の写しを添付すること。 

（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく

認定（えるぼし認定企業）又は一般事業主行動計画策定済（常時雇用する労働

者の数が 300 人以下のものに限る） 

（２）次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プ

ラチナくるみん認定企業） 

（３）青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユース

エール認定） 

 


